
令和５年４月６日 

練馬区大泉第六小学校 

保 健 室 

 

 
 

 
 
 

大泉
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１年生へ配布しました「健康手帳」には、健康診断や学校伝染病のことなどが 

書かれています。成長の様子を記録していく（成長曲線）ページや、学校から 

配布された健康診断の結果を添付するページもあります。 
  
小学校６年間の成長や健康の記録などに、各ご家庭でご活用ください。 

みなさん、はじめまして。養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

の小泉茉莉
こ い ず み ま り

衣
え

です。 

みんなが元気
げ ん き

に学校
がっこう

に来
こ

られるよう保健室
ほけんしつ

から応援
おうえん

しています。 

けがや具合
ぐ あ い

が悪
わる

い時
とき

、相談
そうだん

したいことがある時
とき

は、教
おし

えてくださいね。 

☆ほけんだよりをぜひ読
よ

んでください 

心
こころ

や体
からだ

のことについて、みんなに楽
たの

しく分
わ

かってもらえるように、 

ほけんだよりでお知
し

らせしていきます。児童
じ ど う

だけでなく、保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

にも、 

楽
たの

しんでいただけるように工夫
く ふ う

していきます。ぜひお子
こ

様
さま

と一緒
いっしょ

に読
よ

んでいただけると嬉
うれ

しいです。 

どうぞよろしくお願いいたします！ 

保健関係書類にご記入の上、４月１０日（月）までに提出をお願いいたします。 

児童の保健調査票（全学年） 

☆緊急連絡先や、その他の項目に変更や追加がありましたら、ご記入ください。 

☆裏面の「家庭での様子」にチェックをお願いします。 

 『四肢の検査』の項目につきましては、保健調査票の中面のイラストを見ながらチェックをお願いします。 

該当するものがあれば、「家庭での様子○21～○27」に○印をしてください。 

＊特記するものがない場合は、家庭での様子欄の一番下の該当なしに〇をお願いいたします。 

結核健診問診票（全学年） 

＊記入もれがないようにお願いいたします。 

心臓病健診調査票（１年生のみ） 

保護者のみなさまへ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期健康診断の予定（４月～６月） 

月 日 曜 項目 学年 時間 場所 持ち物 

４ 11 火 
身体測定 全学年 午前中 体育館 体育着 

聴力検査 2・3・5 年 午前中 保健室  

4 14 金 視力検査 全学年 午前中 体育館 眼鏡 

４ 17 月 内科健診 3・6 年 13：15～ 保健室 体育着 

４ 18 火 聴力検査 １年 午前中 保健室  

4 20 木 耳鼻科健診 全学年 9：00 体育館  

4 24 月 歯科健診 2・4・6 年 8：45～ 体育館  

4 26 水 歯科健診 1・3・5 年 8：45～ 体育館  

4 27 木 内科健診 ２・５年 13：30～ 保健室 体育着 

4 28 金 腎臓病検診 全学年 8:50 業者回収 保健室  

5 8 月 内科健診 1・４年 13：15～ 保健室 体育着 

5 10 水 腎臓病検診（予備） 未提出者 8:50 業者回収 保健室  

5 12 金 心臓病検診 1 年 9：00～ 図書室 体育着 

5 15 月 移動教室前健診 6 年 13：15～ 保健室  

5 22 月 腎臓病検診（２次） 該当者 8:50 業者回収 保健室  

5 24 水 眼科 全学年 9：30～ 保健室 眼鏡 

生活は変わっていきますが…感染症対策にご協力をお願いします  

☆毎日の持ち物・用意していただくもの☆ 

①健康観察フォームスの入力、②ハンカチ・ティッシュ③水筒  

①健康観察フォームスの入力 

登校前に、必ず朝の健康観察（検温・体調チェック）をお願いいたします。 

発熱や咳・のどの痛み、 

だるさ 

熱が下がって朝の時点で２４時間経過していない 

外遊びを控える、体育を見学する体調 

 学校が休みの日も毎日検温・体調の入力をお願いします。 

②ハンカチ（ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ）・ティッシュ 

 こまめに手洗い・うがいをするよう指導するため、ﾊﾝｶﾁ・ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙの使用回数が多くなります。（登校時・

休み時間・トイレ後等）必ず身につけておいてください。ポケットなどが無い服は、クリップでつけるポケ

ットを活用するなどご家庭で工夫をお願いします。また、予備のハンカチも用意お願いします。 

全てのものに必ず記名をお願いします 

③水筒 

 学校の冷水器は、感染予防のため使用しません。登下校時にランドセルに入れると、教科書やタブレット

が水筒の中身がこぼれて濡れてしまうことが起きてしまいます。ひもや手提げに入れて登校するなどの工夫

をお願いします。 

《保健室の利用について》 

・登校後に体調不良になった場合、保護者の方に連絡しお迎えをお願いいたします。経過観察のための休養

は原則できません。症状によっては保護者の方にお迎えを依頼することが以前より増えることも想定さ

れます。 

無理をせずに自宅で休養させてください。 

⇒学校にフォームス入力または電話で連絡を

お願いします。 

 出席停止となり、欠席となりません。 



申請などが必要な場合は、こちらからもお声かけし、詳しいことや手続きは、

その際にご説明いたします。 

何か不明な点などがありましたら、いつでも保健室にお問い合わせください。 

保護者のみなさまへ 

 

学校保健安全法の制度でいくつか定められていることがあるので、お知らせします。 

 

☆災害共済給付制度について 

学校の管理下でお子さまに災害（負傷、疾病、障害、または死亡）が発生 

したときに、災害共済給付（医療費、障害見舞金または死亡見舞い金の給付） 

を行う制度のことです。 

 授業中やクラブ活動中、休み時間、登下校中に、ケガをするなどして医療機関にかかり、初診

から治るまでの総医療費が５０００円以上の場合には、共済金が出ます。（こども医療証で無料で

すが、お金が１割戻ってきます。） 

 手続きには、医療機関に学校保管してある専用の申請用紙を提出しなければなりませんので、 

学校でケガをして、ご家庭に帰ってから医療機関を受診した場合なども、 

必ずご一報ください。 
 

☆学校感染症について 

 

学校感染症と法律で定められている右記の病気にかかると、学校へ「登校

しない方がいい」（これは欠席）…ではなく「登校してはならない」という 

「出席停止」という状態になります。この期間は、欠席の日数には数えられ

ません。医師から学校感染病と診断された場合は学校へ連絡してください。 

 

☆登校届について 

学校感染症にかかった場合、医師に「何日から登校を許可する」という指示を受けた、証明書が

必要になります。保護者の方が記入して、学校に提出してください。登校届は学校のホームページ

からもダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

 

今年度お世話になる学校医の先生方です。 

大六小の学校医・薬剤師の先生方   どうぞよろしくお願いします。 

 ☆内科  海野 潤先生（海野クリニック）☆耳鼻科  林 振堂先生 （林耳鼻咽喉科） 

 ☆眼科   髙野泰子先生（高野眼科）    ☆歯科   有福章徳先生（ありふく歯科） 

 ☆薬剤師 曽川都美先生     

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

分類 病名 出席停止の基準 

第一種 新型コロナウイルス（4月まで） 治癒するまで 

第二種 

インフルエンザ 発症後５日、かつ解熱後２日（幼児３日）を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または 5日間の適正な抗菌剤による治療

が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後 3日経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5 日間を経過し、

かつ全身状態が良好となるまで 

風しん 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮（かさぶた）化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消失した後、２日を経過するまで 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎、 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血

性大腸菌感染症、腸チフス、  

パラチフス、流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎 

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで 

 

第三種 

 

そ

の

他

の

感

染

症 

溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療開始後 24時間を経て全身状態が良ければ登校可 

ウイルス性肝炎 Ａ型・Ｅ型 ：肝機能正常化後登校可 

Ｂ型・Ｃ型 ：出席停止不要 

手足口病 発熱や咽頭の水疱・潰瘍
かいよう

を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状

態が改善すれば登校可 

伝染性紅斑 発疹（リンゴ病）のみで全身状態が良ければ登校 

ヘルパンギーナ 発熱や咽頭の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状

態が改善すれば登校可 

マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 

感染性胃腸炎 

（流行性嘔吐下痢症） 
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能。 

アタマジラミ 出席可能（水泳の授業は見学。タオル・櫛・ブラシの共用は避ける） 

伝染性軟属腫（水いぼ） 学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで水泳は見学。 

伝染性膿痂疹（とびひ） 学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで水泳は見学。 

その他、医師が出席停止の必要があると認めたものは、出席停止措置となります。 


